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3.発信と共有で進化すること
情報発信や対話を通じて、絶えず施策を振り返り、改善します。

2.挑戦を後押しすること
子どもだけでなく、市民や教員の挑戦を後押しします。
特に教員一人ひとりの専門性を発揮した取組を支え、市内の学校園で相乗効果を生み出します。

1.一人ひとりに寄り添うこと
子どもたちの状況や能力に応じた教育を提供し、一人ひとりが持てる力を最大限に発
揮できるように支援します。

各論１ 学ぶ力と健やかな体の育成
各論２ 多様性と包摂性のある教育の推進
各論３ 豊かな心の育成、いじめ防止
各論４ 教育環境の整備
各論５ 教員の育成・勤務環境の整備
各論６ 学校園・家庭・地域社会一体となった教育の充実
各論７ 市民の多様な学びと活動を支える機会の充実

施策を展開するにあたり、
大切にする３つの視点

子どもたちには、数多（あまた）の可能性があります。その可能性を最大限に引き出し、未来
（さき）を拓く人材を育成することが教育を提供する我々に求められる役割です。

教育を通じて、子どもたちが「自分は可能性に溢れているんだ」と自信を持ち、自らを考え、表現
し、行動することで自分の人生をつくり出すこと、互いに認め合うことで他者と協働しながら困難
を乗り越える力や、他人の気持ち・立場を尊重する心を育むことを目指します。

はこうした「尼崎市の教育が目指す姿」を表した本計画のテーマ
です。全ての教職員で目指す姿を共通認識とし、尼崎市の教育をさらに推進するべく、設定しました。

この計画に込めた想い

教育振興基本計画とは
教育振興基本計画は、市の今後5年間の教育施策の方向性を示す基本的な計画です。
教育基本法（昭和22年法律第25号）で国に策定が義務づけられており、地方公共団体（県・市

など）の策定は、努力義務とされています。尼崎市では、本計画が第2次計画となります。
国・県ともに計画期間は5年で、本市も令和7年度から令和11年度の5年間を計画期間としています。

７つの各論
各分野が横断的に施策を展開するべく再編しました

【未来志向の教育】
これからの子どもたちは新たな困難や課題に直面しながらも、目標や希望を持ち、生涯を意欲的に

過ごし、未来社会を創っていくという重要な役割を担っています。変化に受け身ではなく、主体的か
つ柔軟に他者と協働し、問題を解決するといった能力や新しい社会を創り出す力が今後一層求められ
ます。教員が専門性を高め、成長できるよう支援するとともに、私たちがこれまで築き上げてきた教
育環境を土台として、変化に柔軟に対応し、子どもたちがこれからの社会を生き抜くことができるよ
う、未来を見据えた教育に取り組みます。

【個の尊厳や人権の尊重】
多様性を認め合うことがより求められる中、他人の気持ちや立場を尊重するとともに、誰一人取り

残されることなく、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる、ウェルビーイングの向上を
図っていく必要があります。特に学校教育では、子どもたちが持てる力を最大限に発揮できるよう、
個々の置かれている状況や能力に応じた教育を提供します。

【家庭・地域社会との連携】
複雑化・多様化する社会にあって、家庭・地域が担うべき役割を踏まえつつ、地域における教育力

向上を目指します。学校園を核とした、地域とともにある学校づくりを進めるとともに、地域に根差
した特色ある学校づくりを推進します。

本計画の進捗管理
計画を着実に進捗させるため、学識経験者等で構成する教育振興審議会において、

計画内で設定した成果指標も活用しながら、評価・点検を行います。

あまたの可能性が、さきを 拓く
自分をつく り 互いを 認める 教育
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各論２ 多様性と包摂性のある教育の推進

◆相談体制の質的・量的充実
◆支援を必要とする子どもの長所・強みに着目する視点の重視と、

多様な教育ニーズへの対応の推進

◆全学校園でのインクルーシブ教育の推進
◆合理的配慮の提供に向けた体制の整備と基礎的環境整備の充実

◆共生社会の実現に向けた取組の推進

各論１ 学ぶ力と健やかな体の育成

◆就学前教育の３つの柱の推進
◆市立幼稚園の運営体制整備

◆個別最適な学び、協働的な学びの一体的な充実による確かな学力の育成
◆学びの基礎力・課題解決能力の育成

◆グローバルな人材を育成する外国語教育の更なる推進

◆運動・スポーツの習慣化と様々な健康課題を踏まえた健康教育の推進

◆市立高等学校の特色化の推進と社会に開かれた教育課程」の実現

◆学校給食の活用による食育の推進

就学前教育

学ぶ力の育成

外国語教育

体力向上、健康教育

高等学校教育

学校給食

不登校支援

特別支援教育

各論３ 豊かな心の育成、いじめ防止

◆実践的行動力を育成する人権教育の推進

◆学校教育活動全体を通じた豊かな心の育成

◆いじめ未然防止対策の充実

◆ 尼崎への誇りと愛着の醸成

人権教育

道徳教育、体験活動

地域への誇りと愛着の醸成

いじめ防止

各論６ 学校園・家庭・地域社会一体となった教育の充実

◆コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進による
「地域とともにある学校づくり」の実現

◆多様なスポーツ活動及び文化・芸術活動に関わることができる環境の確保

◆青少年健全育成・非行化防止に向けた、補導活動や啓発活動の継続

コミュニティ・スクール

地域クラブ活動

青少年健全育成・非行防止

各論５ 教員の育成・勤務環境の整備

◆令和の日本型教育の実現に向けた教員の育成
◆教員がやりがいを感じる環境づくり

◆教員の働き方改革の推進

教員の育成

勤務環境の整備

各論４ 教育環境の整備

◆学校施設マネジメント計画の着実な推進と社会情勢の変化に応じた学校づくり
◆安全・安心でおいしい給食の提供に向けた環境整備

◆国の動向や社会情勢を踏まえたICT環境整備
◆個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けたICTの活用

◆保護者の負担軽減に向けた取組

学校施設の整備

I C T 環境の整備

保護者の負担軽減

多文化共生
各論７ 市民の多様な学びと活動を支える機会の充実

◆文化財保存活用地域計画の策定と推進
◆歴史博物館の魅力向上と情報発信

◆図書サービス網のさらなる充実

◆健康ふれあい体育館等を中心としたスポーツに触れる機会の確保

◆地域学校協働活動を通じた活動機会の充実

◆人権の学びを支える機会の充実
◆地域の歴史や図書等を通じた学習の支援の継続

歴史・文化財

図書館

スポーツ振興

地域学校協働活動

社会教育



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年３ 月 

尼崎市教育委員

第２ 次尼崎市教育振興基本計画  

令 和 7 年 度 － 令 和 1 1 年 度  

尼 崎 市 教 育 委 員 会  
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 子ども たちには、 数多（ あま た） の可能性があり ま す。 その可能性を最大限に引き 出し 、

未来（ さ き ） を拓く 人材を育成する こ と が教育を提供する 我々に求めら れる 役割です。  

 教育を 通じ て、 子ど も たちが「 自分は可能性に溢れている んだ」 と 自信を持ち、 自ら を 考

え、 表現し 、 行動する こ と で自分の人生をつく り 出すこ と 、 互いに認め合う こ と で他者と 協

働し ながら 困難を乗り 越える 力や、 他人の気持ち・ 立場を尊重する 心を育むこ と を目指し ま

す。  

                                はこ う し た「 尼崎市の

教育が目指す姿」 を表し た本計画のテーマです。 全ての教職員で目指す姿を共通認識と し 、 尼

崎市の教育をさ ら に推進する べく 、 設定し ま し た。  

こ の計画に込めた想い 

 

本計画の位置づけ 

こ の計画は、 教育基本法（ 昭和二十年法律第二十五号） 第十七条第二項に基づき 、  

策定する も のです。 本計画は、 国の教育振興基本計画等を参酌
※

し 、 作成し ていま す。  

※参酌・ ・ ・ 他のも のを 参考にする こ と  

第 2 次尼崎市教育振興基本計画 

（ 令和 7 年度～令和 11 年度）  
尼崎市教育大綱 

根本的な方針 
教育施策に関する  

基本計画 

第６ 次尼崎市総合計画 

（ 令和 5 年度～令和 14 年度）  

県・ 教育振興基本計画 

【 第４ 期「 ひょ う ご教育創造プラ ン】  

国・ 第４ 期教育振興基本計画 

（ 令和 5 年度～令和 9 年度）  

県・ 教育振興基本計画 

【 第４ 期「 ひょ う ご 教育創造プラ ン 】  

尼崎市政の 

最も 基本的な計画 

国・ 県の計画 
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各論１  学ぶ力と 健やかな体の育成 

（ 就学前教育、 学力、 学びの基礎力、 課題解決能力、 外国語教育、 体力向上 、 健康教育、 高等学校教育、 学校給食など ）  

【 1－1】 就学前教育の３ つの柱の推進（ P11）  

【 1－2】 市立幼稚園の運営体制整備（ P12）  

【 1－3】 個別最適な学び、 協働的な学びの一体的な充実によ る 確かな学力の育成（ P13）  

【 1－4】 学びの基礎力・ 課題解決能力の育成（ P15）  

【 1－5】 グロ ーバルな人材を育成する 外国語教育の更なる 推進（ P16）  

【 1－6】 運動・ ス ポーツの習慣化と 様々な健康課題を踏ま えた健康教育の推進（ P17）  

【 1－7】 市立高等学校の特色化の推進と 「 社会に開かれた教育課程」 の実現（ P18）  

【 1－8】 学校給食の活用によ る 食育の推進（ P19）  

各論２  多様性と 包摂性のある 教育の推進  
（ 不登校支援、 特別支援教育、 多文化共生 など ）  

【 2－1】 相談体制の質的・ 量的充実（ P20）  

【 2－2】 支援を必要と する 子ど も の長 所・ 強みに着目する 視点の重視と 、  

多様な教育ニーズへの対応の推進（ P21）  

【 2－3】 全学校園でのイ ンク ルーシブ教育の推進（ P22）  

【 2－4】 合理的配慮の提供に向けた体制の整備と 基礎的環境整備の充実（ P23）  

【 2－5】 共生社会の実現に向けた取組の推進（ P24）  

各論３  豊かな心の育成、 いじ め防止 
（ 人権教育、 道徳教育、 体験活動、 いじ め防止、 地域への誇り と 愛着の醸成 など ）  

【 3－1】 実践的行動力を育成する 人権教育の推進（ P25）  

【 3－2】 学校教育活動全体を通じ た豊かな心の育成（ P26）  

【 3－3】 いじ め未然防止対策の充実（ P27）  

【 3－4】 尼崎への誇り と 愛着の醸成（ P28）  

第１ 部 基本理念・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Ｐ 6 

はじ めに・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Ｐ 7 

基本方針・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Ｐ 8 

第２ 部 各論・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Ｐ 9 

３ つの視点・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Ｐ 10 
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【 4－1】 学校施設マネジメ ント 計画の着実な推進と 社会情勢の変化に応じ た学校づく り （ P29） 

【 4－2】 安全・ 安心でおいし い給食の提供に向けた環境整備（ P30）  

【 4－3】 国の動向や社会情勢を踏ま えた ICT 環境整備（ P31）  

【 4－4】 個別最適な学びと 協働的な学びの一体的な充実に向けた ICT の活用（ P31）  

【 4－5】 保護者の負担軽減に向けた取組（ P32）  

各論４  教育環境の整備 
（ 学校施設の整備、 ICT 環境の整備、 保護者の負担軽減 など ）  

各論 5 教員の育成・ 勤務環境の整備 
（ 教員の育成、 勤務環境の整備 など ）  

【 5－1】 令和の日本型教育の実現に向けた教員の育成（ P33）  

【 5－2】 教員がやり がいを感じ る 環境づく り （ P34）  

【 5－3】 教員の働き 方改革の推進（ P35）  

 

各論 6 学校園・ 家庭・ 地域社会一体と なっ た教育の充実 
（ コ ミ ュ ニティ ・ ス ク ール、 地域ク ラ ブ活動、  青少年健全育成・ 非行防止など ）  

【 6－1】 コ ミ ュ ニティ ・ ス ク ールと 地域学校協働活動の一体的推進によ る  

「 地域と と も にある 学校づく り 」 の実現（ P36）  

【 6－2】 多様なス ポーツ活動及び文化・ 芸術活動に関わる こ と ができ る 環境の確保（ P38） 

【 6－3】 青少年健全育成・ 非行化防止に向けた、 補導活動や啓発活動の継続（ P39）  

各論 7 市民の多様な学びと 活動を支える 機会の充実 
（ 歴史・ 文化財、 図書館、 ス ポーツ 振興、 地域学校協働活動、 社会教育 など ）  

【 7－1】 文化財保存活用地域計画の策定と 推進（ P40）  

【 7－2】 歴史博物館の魅力向上と 情報発信（ P40）  

【 7－3】 図書サービス 網のさ ら なる 充実（ P41）  

【 7－4】 健康ふれあい体育館等を中心と し たス ポーツ に触れる 機会の確保（ P43）  

【 7－5】 地域学校協働活動を通じ た活動機会の充実（ P44）  

【 7－6】 人権の学びを支える 機会の充実（ P45）  

【 7－7】 地域の歴史や図書等を通じ た学習の支援の継続（ P46）  
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第１ 部 基本理念 
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はじ めに 

私たちを 取り 巻く 社会は少子化やグロ ーバル化、 デジタ ル化の進展など 、 大き

く 変化し ており 、 学校現場において求めら れる 学びの変容や地域の繋がり の希薄

化など 身近な環境で課題が生じ ていま す。 特に前計画期間中には新型コ ロ ナウ イ

ルス 感染症の拡大によ り 、 こ う し た課題がよ り 顕在化する と と も に、 学校の役割

は単なる 学習の場所ではなく 、 児童生徒の居場所である と いう こ と が再認識さ れ

ま し た。  

こ のよ う な急激に変化し 、 将来の予測が困難な時代にあっ て、 未来に向けて自

ら 社会を担っ ていく 人材を育てる こ と がわれわれの責務です。 一人ひと り が持て

る 力を 最大限に発揮でき る よ う に、 個に寄り 添っ た教育を 推進し ま す。 こ う し た

「 教育は未来への先行投資である 」 と いう 前提のも と 、 市の教育大綱も 参酌し な

がら 、 本計画においては、 本市の教育の今後 5 年間の方向性を 示し ま す。  

「 基本方針」 は、 本市の教育行政を 推進する 基本的な考え方です。 こ れを 踏ま

え、 ７ つの各論において、 テーマごと にこ れま での取組を 振り 返ったう えで、 今

後の方向性を 示し ま す。  
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 基 本 方 針  

【 未来志向の教育】  

こ れから の子ど も たちは新たな困難や課題に直面し ながら も 、 目標や希望を持ち、 生涯を

意欲的に過ごし 、 未来社会を創っていく と いう 重要な役割を担っていま す。 変化に受け身で

はなく 、 主体的かつ柔軟に他者と 協働し 、 問題を解決する と いった能力や新し い社会を創り

出す力が今後一層求めら れま す。 教員が専門性を高め、 成長 でき る よ う 支援する と と も に、

私たちがこ れま で築き 上げてき た教育環境を土台と し て、 変化に柔軟に対応し 、 子ども たち

がこ れから の社会を生き 抜く こ と ができ る よ う 、 未来を見据えた教育に取り 組みま す。  

 

【 個の尊厳や人権の尊重】  

多様性を認め合う こ と がよ り 求めら れる 中、 他人の気持ちや立場を尊重する と と も に、 誰

一人取り 残さ れる こ と なく 、 誰も が生き 生き と し た人生を享受する こ と のでき る 、 ウ ェ ルビ

ーイ ングの向上を図っ ていく 必要があり ま す。 特に学校教育では、 子ど も たちが持てる 力を

最大限に発揮でき る よ う 、 個々の置かれている 状況や能力に応じ た教育を提供し ま す。  

 

【 家庭・ 地域社会と の連携】  

複雑化・ 多様化する 社会にあって、 家庭・ 地域が担う べき 役割を踏ま えつつ、 地域におけ

る 教育力向上を目指し ま す。 学校園を核と し た、 地域と と も にある 学校づく り を進める と と

も に、 地域に根差し た特色ある 学校づく り を推進し ま す。  
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第２ 部 各論 
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基本方針に沿って施策を展開する にあたり 、 ３ つの視点を大切にし ま す 

 

１ ． 一人ひと り に寄り 添う こ と  

子ど も たちの状況や能力に応じ た教育を 提供し 、  

一人ひと り が持てる 力を最大限に発揮でき る よ う に支援し ま す。  

 

２ ．  挑戦を後押し する こ と  

子ど も だけでなく 、 市民や教員の挑戦を 後押し し ま す。  

特に教員一人ひと り の専門性を発揮し た取組を支え、  

市内の学校園で相乗効果を 生み出し ま す。  

 

３ ． 発信と 共有で進化する こ と  

情報発信や対話を通じ て、 絶えず施策を 振り 返り 、 改善し ま す。  
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こ れま での主な取組状況 

各論１  学ぶ力と 健やかな体の育成 

「 尼崎市就学前教育ビジョ ン」 の策定 
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市立幼稚園の園児数推移（ 折れ線： 特設学級幼児数）

園児数 特設学級幼児数

（ 人）

主な課題と 今後の取組の方向性 

【 1－1】 就学前教育の３ つの柱の推進 

各論１  学ぶ力と 健やかな体の育成 

・「 尼崎市就学前教育ビ ジョ ン」 に基づき 、 本市が目指す就学前教

育の取組と し て 3 つの柱（ ①就学前教育の質の向上、 ②イ ンク ルー

シブ教育の推進、 ③幼稚園・ 保育所と 小学校の円滑な接続） を推進

する 中で、 市立の幼稚園・ 保育所、 私立の幼稚園・ 保育園、 認定こ

ども 園等の関係者、 学校関係者、 保護者や地域の人々と 共に、 就学

前の教育内容の充実を図り 、 子ど も たちの「 後伸びする 力」「 生き

る 力」 を育みま す。  

・ 市立幼稚園においては、 平成 24 年 8 月に「 尼崎市立幼稚園教育

振興プロ グラ ム」 を策定し 、 特別な支援が必要な子ど も を支援する

ための特設学級の全園設置・ 教育支援員の配置・ 特別支援教育専門

相談員の配置、幼保小の連携を推進する ための幼保小接続カリ キュ

ラ ム 実践校園所の設置・ 幼児児童間や教師間など の交流連携の実

施、 一時預かり 事業の全園での実施など 、 就学前における 教育内容

の充実に係る 取組を実施し てき ま し た。  

・ し かし 、少子化の影響や就労と 子育てを両立する 家庭の増加に伴

う 保育需要の増加等によ り 、 市立幼稚園の園児数は大幅に減少し 、

一方では、特別な支援が必要な子ど も の入園割合は増加傾向にある

ため、特別支援教育のあり 方についても 検討が必要な状況にあり ま

す。 ま た、 待機児童の解消も 課題と なっており ま す。  

・ こ う し た状況に対応する ため、官民幼保の就学前教育施設におけ

る 教育内容等の充実策や連携方法、 更には、 今後の市立幼稚園に求

めら れる 機能・ 役割や少子化を見据えた効果・ 効率的な運営体制等

について、その方向性や取組等を示す「 尼崎市就学前教育ビジョ ン」

を令和 6 年 2 月に策定し ま し た。   

就 学 前 教 育 
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※文部科学省が幼児教育実態調査で示す連携ステッ プ 

ス テッ プ０ :連携の予定・ 計画がま だない。  

ス テッ プ１ :連携・ 接続に着手し たいが、 ま だ検討中で

ある 。   

ス テッ プ２ :年数回の授業、 行事、 研究会など の交流が

ある が、 接続を 見通し た教育課程の編成・ 実施は行わ

れていない。   

ス テッ プ３ :授業、 行事、 研究会など の交流が充実し 、

接続を見通し た教育課程の編成・ 実施が行われている 。  

ス テッ プ４ :接続を見通し て編成・ 実施さ れた教育課程

について、 実践結果を踏ま え， 更によ り よ いも のと な

る よ う 検討が行われている 。   

各論１  学ぶ力と 健やかな体の育成 

・ 市立幼稚園は、他の就学前教育施設と 連携し ながら 本市において

確保さ れる べき 就学前の学校教育の水準を示すと と も に、その水準

を向上さ せる 役割を担っている こ と から 、中心と なって３ つの柱を

推進し ま す。  

・ 少子化を見据えた効果・ 効率的な運営体制を構築する ため、 令和

9 年度から 3 園を廃止し 、 ６ 園体制と し ま す。  

一方で、令和 8 年度から イ ンク ルーシブ教育の充実に向けた 4 園

での 3 年保育の実施、 支援が必要な幼児の受入人数の拡充、 働き な

がら 子育てする 家庭等を 支援する ための一時預かり 事業の時間延

長 など の充実策を実施し ま す。  

【 1－2】 市立幼稚園の運営体制整備 

市立幼稚園が含ま れる 校園所の

連携状況 

国が示す連携ス テッ プ４ に

到達 
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（ ポイ ン ト ）  

こ れま での主な取組状況 

基礎学力向上（ 定着） 等を目的と し た取組の実施 

【 1－3】 個別最適な学び、 協働的な学びの一体的な充実によ る  

確かな学力の育成 

・ 学びの基盤と なる 基礎学力の定着の取組を継続し ま す。 加えて、

こ れま での取組に一定の成果が見ら れる 中、こ れから は基礎学力を

活用し 、 探求およ び発展的な学びにも 注力する こ と が重要です。  

全国学力・ 学習状況調査や本市独自の学力調査において、 文章の読

み取り や記述式等、発展的な問題に対する 正答率が低い状況にあり

ま す。 今後、 基礎的・ 基本的な知識・ 技能の確実な定着を図る と と

も に、 語彙力や読解力等の言語能力と いっ た学習の基盤と なる 資

質・ 能力をさ ら に高め、 思考力や表現力等の充実を図り ま す。  

・ 授業づく り ハンド ブッ ク の活用によ る「 主体的・ 対話的で深い学

び」 の実現に向け、 児童生徒同士の学び合い、 多様な他者と と も

に問題の発見や解決に挑む授業展開など、 協働的な学び の実現を

図り ま す。  

・ AI 型のデジタ ル学習支援ド リ ルやデジタ ル採点シス テム など

ICT を活用し た学習のデジタ ル化を積極的かつ効果的に促進し 、学

習の状況を把握し 、 自ら 見通し を立てたり 、 新たな学習方法を 見い

だし たり 、自ら 学び直し や発展的な学習を行う など個別最適な学び

の実現を図り ま す。  

・ 学校での電子書籍の活用を進める ため、指導内容に沿った選書と

なる よ う 、 中央図書館と 学校の連携を深めま す。  

全国学力・ 学習状況調査における  

平均正答率が全国平均以上  

令和 6 年度（ 小） 国語▲1pt、 算数＋1pt 

            (中)  国語▲3pt、 数学±0pt 

主体的・ 対話的で深い学び 

各教科など の学びを 通じ て「 何ができ

る よ う になる か」 と いう 観点から 、育成

を目指す資質・ 能力「 何を学ぶか」 を整

理し 、そし て子ど も たちが「 ど のよ う に

学ぶのか」 の姿を示し たも の。  

協働的な学び 

一人ひと り のよ い点や可能性を生かし 、
異なる 考え方が組み合わさ る こ と で、よ
り よ い学びを生み出すため、探求的な学
習や体験活動等を通じ 、子ど も 同士、 あ
る いは多様な他者と 協働する こ と 。  

基礎的・ 基本的な知識・ 技能や情報活
用能力等の学習の基盤と なる 資質・ 能
力等を土台と し て、 子ども の興味・ 関
心等に応じ 、 一人ひと り に応じ た学習
活動や学習課題に取り 組むこ と 。  

個別最適な学び 

各論１  学ぶ力と 健やかな体の育成 

個々の課題に応じ た学習の支援を行う こ と が

でき ている かを測る 指標を設定予定 

主な課題と 今後の取組の方向性 

・ 各校の実情に応じ た帯学習、 放課後学習を実施し 、 基礎学力の定

着を図り ま し た。  

・ あま っ子ス テッ プ・ アッ プ調査を 毎年実施し 、 自校の成果や課題

を分析し ており 、 令和４ 年度調査の市全体の結果においては、 全学

年、 学力低位層が減少し 、 基礎学力の定着に一定の成果が見ら れま

し た。 ま た、 令和 6 年度全国学力・ 学習状況調査では小学校の算数

で全国平均を上回り 、 中学校の数学では全国平均に到達し ま し た。 

・ さ ら に「 主体的・ 対話的で深い学び」 の実現に向け、 授業づく り

ハンド ブッ ク を 作成し 、 それをも と に指導助言する など 、 授業力向

上に取り 組みま し た。  

・ 市立小・ 中学校の図書室に学校司書を配置し 、適切な図書の選択・

収集や一定の開館時間を確保し ま し た。  

・ ま た、小学校及び特別支援学校で電子書籍が活用し やすい環境を

整えま し た。  

学 ぶ 力 の 育 成 
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全国学力・ 学習状況調査における 平均正答率の差
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各論１  学ぶ力と 健やかな体の育成 
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【 1－4】 学びの基礎力・ 課題解決能力の育成 

各論１  学ぶ力と 健やかな体の育成 

・ 人口減少や社会課題の複雑化が進む中、子ども たち一人ひと り が

自ら の人生を切り 拓く ためには、 いわゆる 学力だけではなく 、 知・

徳・ 体をバラ ンス よ く 育むこ と が必要です。  

・ 特に、 困難・ 課題に直面し たと き や、 失敗・ 挫折を経験し たと き

に、 諦めない粘り 強さ や感情のコ ント ロ ールなど 、 自ら を調整する

力と と も に、 他者と 協働する 際に他者の状況や気持ちに目を向け、

気持ちを共有し たり 、 理解し たり する 力が重要です。  

こ う し た力を育成する ために、 教師と 児童生徒、 児童生徒同士の

関わり 合いや地域社会での体験活動等の様々な場面でのリ アルな

体験を大切にする と と も に、 探究的な学習や STEAM 教育 などの

課題解決能力を高める 学習の充実を 図り ま す。こ れら の学校教育活

動全体の取組の中で子ど も たちが自分のよ さ や可能性を 認識する

と と も に、 あら ゆる 他者を 価値のある 存在と し て尊重し ながら 、 多

様な人々と 協働し つつ様々な課題を 解決し 、変化を乗り 越える こ と

のでき る 力を育む取組を進めま す。  

・ 教育委員会と し ても 、各学校園や教員の教育実践を支援する と と

も に、特色ある 実践例や効果のあった指導・ 取組例を共有する など 、

教員が状況に応じ てそれぞれの専門性を活かし ながら 、子ど も たち

を育てる こ と ができ る よ う 研究を進めま す。  

「 自分には良いと こ ろ があ

る 」、「 自分のこ と が好き だ」

と 感じ ている 児童生徒の割

合 

（ 目標値は、 初年度の結果

を 踏ま え設定）  

 

ま わり の人の意見や考え を

聞き 、 自分の意見や考え を

さ ら に良いも のにし よ う と

し ている と 考え る 児童生徒

の割合 

（ 目標値は、 初年度の結果

を 踏ま え設定）  

 

STEAM 教育 

STEAM 教育と は、「 科学（ Science）」
「 技 術 （ Technology ） 」 「 工 学
（ Engineering）」「 芸術・ リ ベラ ルアー
ツ（ Art）」「 数学（ M athematics）」 の５
つの分野の考え 方を 統合的に働かせ
て解決する 学習のこ と で、「 各教科で
の学習を 実社会での問題解決にいか
し ていく ための教科横断的な教育」 と
さ れている 。  
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外国語教育の充実 

・ 将来、 国際社会で活躍でき る 英語力を育成する ため、 全ての

市立小・ 中・ 高・ 特別支援学校に外国人外国語指導助手（ ALT）

を派遣・ 配置する と と も に小学校 5・ 6 年生に外国語活動指導

補助員（ JTE） を配置し ま し た。 あわせて、 教員研修も 継続し

ながら 、さ ら なる 授業改善に取り 組んだほか、 令和 5 年度から

は外国にいる 外国人講師と オンラ イ ンでつなぎ、授業内で培っ

たコ ミ ュ ニケーショ ン能力を活かす機会を 設ける ため、中学1・

2 年生を対象にオンラ イ ン英会話を 実施し ま し た。  

・ 英語の実践能力と 異文化理解を 深める こ と を 目的と し て高

校生の希望者を対象に、 海外語学研修を実施し ま し た。  

こ れまでの主な取組状況 

主な課題と 今後の取組の方向性 

・ 学校現場から ALT や JTE の派遣体制の充実に関する 要望が増え

ている こ と から 、人員を効果的に配置する などの学校指導体制の充

実が必要です。  

・ ま た、 ICT（ デジタ ル教科書） の活用や、 コ ミ ュ ニケーショ ンを

重視し た授業改善によ り 、 よ り 実践的な資質・ 能力の育成に努めま

す。  

・ 一人一台貸与さ れている タ ブレ ッ ト 端末を活用し 、外国にいる 外

国人講師と オンラ イ ンでつないだ授業を行う など 、言語活動の活発

化と 学習の成果を活かす機会の充実を着実に進めま す。  

各論１  学ぶ力と 健やかな体の育成 

【 1－5】 グロ ーバルな人材を育成する 外国語教育の更なる 推進 

外国語を身に付けたり 、学んだ

り する こ と への興味関心を も

つ児童生徒の割合 

（ 目標値は、初年度の結果を踏

ま え設定）  

 

外 国 語 教 育 
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児童生徒の体力・ 運動能力の向上の取組と 健康教育の充実 

・ 児童生徒の体力・ 運動能力の向上及び健康の保持増進を 図る た

め、毎年度「 あま っ子体力向上プラ ン」 を策定し 、児童生徒の体力・

運動能力向上の取組の紹介や新体力テス ト の結果など を掲載、運動

能力向上の為のリ ズムジャ ンプ の紹介等を行いま し た。  

・ 各校の体力テス ト の結果や運動事例、家庭でも 取り 組むこ と がで

き る なわと びカード の配布を行いま し た。  

・ 幼児児童生徒の健康の保持増進を図る ため、 健康診断に加え、

医師等によ る 講演会などの専門医活動を実施し ま し た。  

リ ズムジャ ンプ 

「 ラ イ ン」 と 呼ばれる 用具を
使用し 、 音楽に合わせてラ イ
ンの上をジャ ンプや回転・ 手
拍子をする 運動のこ と 。  

こ れまでの主な取組状況 

主な課題と 今後の取組の方向性 

新体力テス ト  

文部科学省が国民の体力・
運動能力の現状を 明ら かに
する ために毎年実施し てい
る 調査であり 、8 種目から 構
成さ れている 。  

51.98

52.29 52.20

52.00

52.97

54.01
53.75

55.09

53.02

52.46

51.53
51.25

50.56

50.64

51.44

53.19

52.63

53.73

51.81 51.50

50.0

52.0

54.0

56.0

H30 R1 R3 R4 R5

新体力テスト の平均得点（ 小5）

小5女子（ 市） 小5女子（ 県）
小5男子（ 市） 小5男子（ 県）

46.80

46.60
45.00

42.71 42.24

49.23
48.66

49.57

45.79 46.04

38.76
37.89 35.43

36.65 36.53

40.41
39.87

40.82

39.48 39.71

34.0

38.0

42.0

46.0

50.0

H30 R1 R3 R4 R5

新体力テス ト の平均得点（ 中3）

中2女子（ 市） 中2女子（ 県）
中2男子（ 市） 中2男子（ 県）

新体力テス ト の合計点が 

小 53pt 以上、  

中 44pt 以上 

（ 令和 5 年度小 52pt、  

中 39pt）  

【 1－6】 運動・ スポーツの習慣化と 様々な健康課題を 

踏まえた健康教育の推進 

・ 新体力テス ト では、 令和 5 年度に小学校女子が県平均を上回り

ま し た。 一方で、 小学校男子・ 中学校男女において、 新体力テス ト

の結果が兵庫県の平均を下回っていま す。  

・ 休み時間や放課後に取り 組める 運動例の配布を継続し 、日常の生

活において児童生徒が運動に親し む習慣づく り に取り 組み、基礎体

力の底上げを図り ま す。  

・ ま た、運動指導員の派遣やリ ズムジャ ンプ等の取組は継続する と

と も に、 児童生徒の運動能力向上に向けて、 よ り 効果的な施策の展

開について検討をし ま す。  

・ 例えば、性教育など のさ ま ざま な健康課題に対応し た講演を 実施

する など 、 児童生徒・ 教職員・ 保護者が正し い知識を習得し 、 多様

な健康課題に対する 理解を深める 取組を推進し ま す。  

体 力 向 上 、 健 康 教 育 

（ 点）  （ 点）  

各論１  学ぶ力と 健やかな体の育成 
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市立尼崎双星高等学校ロ ケッ ト キャ ンプの授業の様子 

市立高等学校の特色化の推進 

・ 市立高等学校における 特色化の推進にあたって、各学校で育成を

目指す資質・ 能力を明確化・ 具体化する べく 、 各学校の存在意義や

社会的役割、 目指すべき 学校像等を 示すス ク ール・ ミ ッ シ ョ ン

「 Agency～自ら 考え、 行動し 、 未来を拓く 「 人」 を育てる ～」 を策

定し ま し た。  

・ ま た、 ス ク ール・ ミ ッ ショ ンに基づき 、 各学校の教育活動の指針

と なる ス ク ール・ ポリ シーを策定し ま し た。  

・ 各学校では、地域や関係機関と 連携し た授業づく り や専門性や課

題解決能力を高める 授業づく り を行う など 、ス ク ール・ ミ ッ ショ ン、

ス ク ール・ ポリ シーを 踏ま えた特色づく り をス タ ート さ せま し た。 

こ れまでの主な取組状況 

主な課題と 今後の取組の方向性 

【 1－7】 市立高等学校の特色化の推進と  

「 社会に開かれた教育課程」 の実現 

・ それぞれの学校が特色化・ 魅力化を更に推進し 、 地域に愛さ れ、

中学生から 選ばれる 学校と なる 必要があり ま す。  

・ 尼崎市立高等学校のス ク ール・ ミ ッ ショ ン、 各学校のス ク ール・

ポリ シーを実現する ためのカリ キュ ラ ムマネジメ ント を進めま す。 

・ 各学校においては、 地域、 企業及び大学と 連携し た実践的な教育

に取り 組むと と も に、 探究・ STEAM 教育の推進など 実社会で役立

つ資質・ 能力を育成し ま す。  

・ ま た、 生徒が希望する 進路の実現に向け、 多様な学習ニーズへの

対応や個々に応じ た進路サポート の充実に取り 組みま す。  

各論１  学ぶ力と 健やかな体の育成 

こ の学校に入っ て良かっ たと

答えた生徒の割合 

90% 以上 

 

市立尼崎高等学校国際総合類型の授業の様子 

高 等 学 校 教 育 
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こ れまでの主な取組状況 

中学校給食の開始 

・ 令和 4 年 1 月に中学校給食を開始し 、小学校から 9 年間にわたり

安全で安心な給食を提供する ための体制整備に取り 組みま し た。小

学校での給食を活用し た食育の取組等を活かし 、中学校においても

令和 5 年度には生徒が自ら 考えた給食の献立を募集・ 表彰する 中学

校給食献立コ ンク ールや保護者試食会、 食育集会を実施し ま し た。 

主な課題と 今後の取組の方向性 

【 1－8】 学校給食の活用によ る 食育の推進 

・ 児童生徒の心身の健全な発達及び食を 支える 環境を 持続可能な

も のと する ため、食に関する 正し い知識と 望ま し い食習慣を身に付

ける 必要があり ま す。  

・ 毎日の給食は食べる こ と を通し て学べる「 生き た教材」 です。 栄

養バラ ンス のと れた給食の提供、 尼崎市産の野菜「 あま やさ い」 の

活用、 食品ロ ス について考える こ と や、 献立表等を通じ た家庭と の

連携など 、 継続し て食育を推進し ま す。  

・ 引き 続き 児童生徒の発達段階に応じ て、食に関する 知識等を 総合

的に身につける こ と ができ る よ う 、 各教科や総合的な学習の時間、

給食週間など学校教育活動全体を通し て、 食育に取り 組みま す。  

・ PTA 等と 連携によ る 給食試食会の実施や食育だよ り 等によ る 家

庭や地域への情報発信等によ り「 食」に関する 理解啓発を図り ま す。 

各論１  学ぶ力と 健やかな体の育成 

小学校給食 

（ 和風ハンバーグ、れんこ んのき んぴら 、のっ ぺい汁（ 田能のさ と いも ）） 

学 校 給 食 

あま やさ いの小松菜と  

小松菜のアーモンド あえ 
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こ れまでの主な取組状況 

各論 2 多様性と 包摂性のある 教育の推進 

子ども たちの悩みの解決に向けた支援策の充実 

・ 不登校、 いじ め、 非行など 、 主に教育分野で対応し ている 問題に

は、その背景に家庭環境等の生活に起因する 要因がある こ と が少な

く あり ま せん。 こ う し たこ と を踏ま え、 支援が必要な子ども の早期

発見・ 支援、 課題の困難化・ 重大化予防のため、 学校等の教育現場

を基盤と し て関係機関と 連携し 、児童生徒の思いに寄り 添って福祉

的援助活動を 行う ス ク ールソ ーシャ ルワ ーカーの増員を 進めま し

た。  

・ 不登校児童生徒やひき こ も り 傾向、学校の別室等に登校し ている

児童生徒に対し て、大学生や社会人をハート フルフレ ンド と し て派

遣し 、 ふれあいを通じ て自尊感情や自己肯定感を育み、 自主性や社

会性の伸長 を支援し ま し た。  

主な課題と 今後の取組の方向性 

【 2－1】 相談体制の質的・ 量的充実 

・ 相談件数の増加や相談内容の困難化が続いている こ と から 、全 17

中学校区にそれぞれ 1 人ずつ専任のス ク ールソ ーシャ ルワ ーカー

の配置を進めま す。 ま た、 よ り 一層の多機関連携を進める ため、 学

校内の教育相談体制強化を図る と と も に、教職員の多職種連携コ ン

ピテンシー の育成に努めま す。  

・ 学校内の多様性を 尊重する 風土の醸成を 目指すと と も に、校内サ

ポート ルーム・ エリ ア の設置を進めま す。 あわせて、 人員体制も

整備し 、 同エリ アの充実を図り ま す。  

困り ごと や不安がある 時に、

先生や学校にいる 大人にいつ

でも 相談でき る と 感じ ている

児童生徒の割合 

小 70％、 中 75%  以上 

（ 令和 6 年度小 64％、  

中 69% ）  

 
多職種連携コ ンピテンシー 

多様な職種同士で連携を実践
する ために必要な能力のこ
と 。  

校内サポート ルーム・ エリ ア 

教室での学びに「 し んど
さ 」 を抱える 児童生徒の居
場所・ 回避場所。  

各論２  多様性と 包摂性のある 教育の推進 

サポ―ト ルーム 

不 登 校 支 援 
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【 2－2】 支援を必要と する 子ども の長 所・ 強みに着目する 視点の重視と 、

多様な教育ニーズへの対応の推進 

こ れまでの主な取組状況 

不登校児童生徒やその保護者に対する 支援の充実 

・ 学校外のグラ デーショ ンある 学びの場は引き 続き 充実さ せる と と

も に、 フ リ ース ク ール等の民間施設や地域の居場所と の連携強化を

図り ま す。  

・「 尼崎市における 学びの多様化学校設置基本方針」 に基づき 、 令和

8 年 4 月の開校に向け、 学校施設の整備や教育課程の編成、 教員へ

の研修、 教職員の配置など 準備を 進めま す。 学びの多様化学校は、

個々のニーズに応じ た受け皿と し ての役割に加え、「 学びの多様化」

を本市において推進し ていく ための「 フラ ッ グシッ プ 」 の役割を担

いま す。  

・ 学びの多様化学校においてゆと り と 特色ある 学びの実現を図り 、

その実践によ り 得ら れた知見・ 経験を積極的に横展開する こ と で、

他の市立小・ 中学校においても 、 子ど も 一人ひと り への教育的ニー

ズに対応する 力を磨き 、公教育を多様性のある も のにし ていき ま す。 

フラ ッ グシッ プ 

コ ン セプト やイ メ ージ を 最も
強く 反映し た、 代表的で、 先頭
を切る よ う な存在のこ と 。  

主な課題と 今後の取組の方向性 

各論 2 多様性と 包摂性のある 教育の推進 

0
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H30 R1 R2 R3 R4 R5

市内小・ 中学校の不登校児童生徒数の推移

小学校 中学校

（ 人）

・ 不登校児童生徒数は、全国的に増加傾向にあり 、本市においても 、

不登校の出現率が全国を上回る 状況にある 中、学校以外の学びの場

の保障のため、 市内 3 か所に教育支援室（ ほっと すてっぷ） を設置

し 、通級ができ ない場合はオンラ イ ンによ る 教育相談や学習支援も

実施し ま し た。  

・ 誰一人取り 残さ れない学びの保障に向けた不登校対策・ 支援の一

つと し て、 柔軟な教育カリ キュ ラ ムの編成などが可能な「 学びの多

様化学校」 の設置に向けた検討を進めま し た。  
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こ れまでの主な取組状況 

特別支援教育の基本方針の策定 

・ 学校園全体で一人ひと り の教育的ニーズに応じ た指導支援を 行

う と と も に、誰も が多様性を理解し 尊重し 支えあう 共生社会の担い

手と なる 子ども たちの育成を目指し て令和３ 年２ 月に「 イ ンク ルー

シブ教育シス テム構築のための特別支援教育のあり 方について（ 基

本方針）」（ あま っ子方針） を策定し ま し た。  

・ ま た、 令和 3 年度に「 尼崎市立学校園における 医療的ケア実施体

制ガイ ド ラ イ ン」 を策定し ま し た。  

・ 訪問看護ス テーショ ン と 看護業務に係る 協定を 締結し たこ と に

よ り 、 医療的ケアの実施体制の整備を進めま し た。  

 

主な課題と 今後の取組の方向性 

・ 一人ひと り の幼児児童生徒の教育的ニーズに応じ たき め細やか

な教育的支援を行う ために、 教職員の専門性の向上と 、 多様な学び

の場の充実を目指し 、 下記の事項に取り 組みま す。  

・ 特別支援教育コ ーディ ネータ ーと 校内委員会を 中心に、校内で情

報共有・ 支援の検討をおこ なう と と も に、 関係機関と の連携を すす

め、 校内支援体制の一層の機能充実を図り ま す。  

・ 支援体制の充実と 教員の専門性の向上のために階層別、経験年数

別研修を実施し ま す。  

・ 市内統一書式の支援引継ぎ表の活用など 就学前教育施設から 市

立小・ 中・ 高等学校への円滑な移行支援を 図り ま す。  

・ 特別支援教育ハンド ブッ ク の更新と 活用を進める こ と で、教職員

の専門性を高め、 全学校園での特別支援教育の推進を 図り ま す。  

・ 幼児児童生徒・ 保護者・ 教職員・ 市民を包含し た特別支援教育の

理解啓発を行いま す。  

【 2－3】 全学校園でのイ ンク ルーシブ教育の推進 

 

各論 2 多様性と 包摂性のある 教育の推進 

特 別 支 援 教 育 
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主な課題と 今後の取組の方向性 

こ れまでの主な取組状況 

就学前教育段階から の切れ目のない特別支援教育の充実 

・ 個々の教育的ニーズに応じ た支援のさ ら なる 充実のため、 令和 3

年度から 、 全ての市立幼稚園に「 教育支援員 」 を配置、 令和 5 年

度から 全ての市立小・ 中学校（ 夜間中学校を除く ） に「 特別支援教

育支援員 」 を 1 名ずつ配置し ま し た。  

・ ま た、 生活介助を必要と する 児童生徒が、 多数在籍する 市立小・

中・ 高等学校に生活介助員を配置し 、 教室・ 学校から の飛び出し 、

異食・ 更衣・ 排泄・ 移動等の未確立と いった生活上の困難を改善し 、

児童生徒の安全を確保する と と も に、通常の学級及び特別支援学級

の学習を 円滑に行う こ と ができ る よ う 支援し ま し た。  

教育支援員・ 特別支援教育支援員 

特別な 支援を 必要と する 幼児児
童生徒の支援をする 人のこ と 。  

【 2－4】 合理的配慮の提供に向けた体制の整備と 基礎的環境整備の充実 

・ 教育上特別な支援を 必要と する 幼児児童生徒の増加や支援の多

様化に対応でき る よ う 、特別支援教育支援員を大規模校に複数名配

置する こ と や、 生活介助員等の増員を図り ま す。  

・ バリ アフリ ー法の趣旨を踏ま えた基礎的環境整備に向け、エレ ベ

ータ ーの設置など 学校施設の整備についても 優先順位を つけて計

画的に進め、 ソ フ ト ・ ハード の両面で取組を推進し ま す。  

各論 2 多様性と 包摂性のある 教育の推進 
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こ れまでの主な取組状況 

日本語支援を必要と する 幼児児童生徒への支援 

・ 日本語指導を必要と し 、言語の障壁によ る 心のケアを必要と する

幼児児童生徒が在籍する 学校園に、母語を理解でき る 多文化共生支

援員を派遣し 、 ひら がな・ カタ カナの読み書き や簡単な日常会話が

でき る よ う 支援し ま し た。  

・ ま た、 母語で教育相談をする 機会をも ち、 精神的なケアや心の安

定を図る と と も に、 懇談等の機会においては、 日本語が理解でき な

い保護者と の意思疎通を 図り 、 学校園と 家庭の連携を支援し ま し

た。  

【 2－5】 共生社会の実現に向けた取組の推進 

主な課題と 今後の取組の方向性 

・ 今後、 様々な国から の来日者の増加が想定さ れる こ と から 、 外国

人の幼児児童生徒の心の安定や生活適応、学習支援を円滑に行う た

め、 母語を話すこ と のでき る 支援員等を活用し 、 学校園生活への早

期適応に引き 続き 努めま す。  

・ 心理面のサポート だけではなく 、 言語面のサポート も 拡充し 、 AI

通訳機器等の積極的な活用を進め学習を支援し ま す。  

・ こ う し た取組を通し て児童生徒の長 所を 活かし 、可能性を十分に

発揮でき る よ う 、 進路実現など、 将来を 見据えた体系的・ 継続的な

指導や支援を行いま す。  

・ すべての子ども たちが、 国籍や民族等の「 違い」 を 認め合い、 多

様な文化的背景をも つ人々と 豊かに共生する 心、共に生き よ う と す

る 意欲や態度を育みま す。  

・ そのためにも 、 本市が令和 6 年度に策定する（ 仮称） 尼崎市多文

化共生社会推進指針の理念も 踏ま え、外国人幼児児童生徒に係る 教

育の方向性を示す必要があり ま す。  

他文化共生支援員の 

派遣要請に対する 派遣率 

100％ 

（ 令和 5 年度 100% ）  

 

各論 2 多様性と 包摂性のある 教育の推進 
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主な課題と 今後の取組の方向性 

自分の存在を認め、 自分は自分のま ま でい
いと 思える 心の状態のこ と 。 好奇心や積極
性、 チャ レ ンジ精神につながる 。  

涵養 

自然に水がし みこ むよ う に、 無理のないよ
う 、 徐々に教え養う こ と 。  

自己有用感 

「 人の役に立った」「 人から 感謝さ れた」「 人
から 認めら れた」 と いう 、 自分と 他者（ 集
団や社会） と の関係を 自他共に肯定的に受
け入れら れる こ と で生ま れる 、 自己に対す
る 肯定的な評価。  

自己肯定感 

こ れまでの主な取組状況 

各論 3 豊かな心の育成、いじ め防止 

「 生命を尊重する 心」 と 「 規範意識」 の育成 

【 3－1】 実践的行動力を育成する 人権教育の推進 

・ 人権に関する 知的理解と 人権感覚の涵養 を基盤に、 自他の人権

を守り 人権課題を解決し よ う と する 実践的行動力を育成し ま す。  

・ 社会の多様化が進む中、 子ども の権利などの人権や性教育など 、

今日的な課題を 幅広く 学習でき る よ う 、多様な生き 方の中から 自ら

の生き 方を考えら れる 取組や関係機関と の連携を推進し ま す。  

・ 人権感覚の涵養にあたっては、児童生徒の自己肯定感  や自己有

用感 を 高め、 自尊感情を 育むと と も に自他を 価値ある 存在と し

て尊重し よ う と する 意欲や態度を育成し ま す。  

人が困っている と き は進んで助け

ている と 考える 児童生徒の割合 

小 95％、 中 92％ 

（ 令和 6 年度小 91％、 中 88% ）  

各論３  豊かな心の育成、 いじ め防止 

人 権 教 育 

・「 生命を尊重する 心」 と 「 規範意識」 の育成及び「 人権教育の推

進」 を重点項目と し て、 市立小・ 中学校で作成する 道徳教育、 人権

教育に係る 全体計画・ 年間指導計画等と の整合を 図り つつ、 講演会

及び校内研修を実施し ま し た。 ま た、 授業参観やオープンス ク ール

等で、 道徳科授業を公開し 、 家庭や地域が一体と なって道徳的課題

について共に学び、 考える 機会を提供し ま し た。  
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こ れまでの主な取組状況 

主な課題と 今後の取組の方向性 

豊かな感受性や主体的に人生・ 社会を切り 拓く 力の育成 

・ 小学校 3 年生で環境体験事業を、 5 年生では自然学校推進事業を

行い、 自然や環境に対する 豊かな感受性、 自然環境の多様さ や大切

さ 、命の営みを感じ さ せる と と も に、社会性や自立心を育みま し た。 

・ ま た、 ①学級を基盤と し た集団において目標や規範を設定し 、 望

ま し い人間関係を築く 、 ②児童会・ 生徒会活動を活性化し 、 協力し

て諸問題を解決し よ う と する 自主的・ 実践的な態度を育成する 、 ③

体験活動を通し て、 その意義を理解し 、 地域社会に参画する 態度を

育成する 、こ と を目的に各学校で校内外において様々な活動に取り

組みま し た。  

【 3－2】 学校教育活動全体を通じ た豊かな心の育成 

・ 今一度体験学習や環境学習など の意義等を再確認し 、 事前・ 事後

指導の充実を通し て、 達成感や自己有用感を高める こ と によ り 、 そ

の経験を後の生活や学習に活かす態度を育成し ま す。  

・ 命を大切にする 心や思いやり の心、規範意識の醸成等「 心の教育」

の充実を図り ま す。  

・ 学校での様々な体験活動における 試行錯誤を 通し て自己認識や

自尊感情を高める と と も に、 豊かな人間性と 社会性を 培いま す。  

・ 道徳教育の充実を 図り 、よ り よ く 生き る ための基本的な心構えや

行動の仕方等、 生き 方を考える 機会の充実を図り ま す。  

 

自分にはよ いと こ ろがある と 答え

た児童生徒の割合 

小・ 中と も に 90％以

上 

（ 令和 6 年度小 83％、 中 82% ）  

 

各論 3 豊かな心の育成、いじ め防止 

道 徳 教 育、 体 験 活 動 

自然学校の様子 
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こ れまでの主な取組状況 

主な課題と 今後の取組の方向性 

いじ め防止、 早期発見、 早期対応に向けた取組 

・ 市立小・ 中・ 高等学校において専門的知識を有する 支援員によ る

出前授業を実施し 、ネッ ト いじ めの防止に向け、SNS をはじ めと す

る 情報モラ ルの向上を 図り ま し た。  

・ いじ めに対する 教職員の正し い理解と 感度を上げる 取組と し て、

市教委によ る 年 2 回の学校訪問や、「 教職員用いじ め防止リ ーフレ

ッ ト 」 の作成、 管理職を対象と し た実践型研修の実施、 全教職員を

対象と し た校内研修を 実施し ま し た。  

・ 市立中・ 高等学校において、 いじ めに関する 問題や悩み事、 SNS

上でのト ラ ブル等について教育委員会に匿名で報告でき る 匿名報

告アプリ を導入する ほか、 市立小・ 中・ 高等学校を対象に学期に 1

度、 いじ めに関する 市内統一アンケート を 実施し 、 いじ めの早期発

見に向けて取り 組みま し た。  

【 3－3】 いじ め未然防止対策の充実 

・「 いじ めは人権侵害であり 、 人と し て決し て許さ れる 行為ではな

い」 と いう 基本理念のも と 、 学校生活のあら ゆる 場面において、 そ

れぞれの違いを認め合う 仲間づく り を推進し 、 道徳科や特別活動、

体験学習など を通じ ていじ めの未然防止等の取組を継続し ま す。  

・ 児童生徒がいじ めの問題を自分のこ と と し て捉え、 考え、 議論す

る こ と によ り 、いじ めに対し て正面から 向き 合う こ と ができ る よ う

な実践的な取組を充実さ せま す。  

・ 児童生徒自身が、傍観者ではなく 仲裁者と し て問題を解決し てい

こ う と する 主体的な集団作り に努め、 いじ めを許さ ない学級・ 学校

づく り の取組を進めま す。  

・ 教職員のいじ めの感度を上げる 取組については、一定の成果が見

ら れ、 いじ めの認知件数は増加し ていま す。 一方で、 その対応につ

いては、 情報共有を含め、 組織的な対応や統一アンケート の結果等

の活用に学校間格差があり 、一部対応が十分にでき ていない場合が

あり ま す。 ま た、 保護者の多様な要求に対し て、 学校が対応を苦慮

する 事案が増加傾向にあり ま す。 学校や教育委員会の立場と し て、

子ども の最善の利益の為、 ス ク ールロ イ ヤーを設置し 、 学校への指

導助言や直接保護者等と 対応する など 、早期の問題解決につなげま

す。  

私たち（ 属し ている 集団） はお互

いを大切にし て、 安心し て発言・

行動（ 挑戦） ができ る   

と いった主旨の質問で設定予定 

各論 3 豊かな心の育成、いじ め防止 

い じ  め 防 止 
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こ れまでの主な取組状況 

主な課題と 今後の取組の方向性 

【 3－4】 尼崎への誇り と 愛着の醸成 

尼崎を知り 、 学ぶ機会の充実 

・ 歴史博物館での校外学習など地域の歴史・ 文化を学ぶ機会やト ラ

イ やる・ ウ ィ ーク など地域と と も に学ぶ機会の充実に取り 組みま し

た。  

・ 体験活動や地域の歴史・ 伝統文化・ 産業等に触れる 機会を通し て、

郷土の歴史や伝統・ 文化等への理解を深める と と も に、 地域への愛

着等、 児童生徒の感性を高め、 豊かな情操を養いま す。  

・ 多様な人々と のふれあいを通じ て、地域の一員と し ての自覚を高

める と と も に、 地域の課題や将来を考え、 よ り よ く 変えていく こ と

への意思や、 地域の身近な課題について、 自分ができ る こ と を考え

行動し ていく 実践力を 養いま す。  

「 地域や社会を よ く する ために

何かし てみたいと 思いま すか」 に

肯定的に答えた児童生徒の割合 

小 87％、 中 80％以上 

（ 令和 6 年度小 80％、 中 73% ）  

各論 3 豊かな心の育成、いじ め防止 

AM ATAN 事業 

（ 尼崎市の歴史を 学び、 尼崎への誇り と 愛着を 育むこ と を 目的と し た事業）  

地 域 へ の 誇 り  と  愛 着 の 醸 成 
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37.7%

24.5%

2.9%

1.5%

10.6%

9.5%

築年数別棟数

50年以上 40年以上50年未満

30年以上40年未満 20年以上30年未満

10年以上20年未満 10年未満

築40年以上

築50年未満

築30年以上

築40年未満

築20年以上

築30年未満

築10年以上

築20年未満

築10年未満

対象保有棟数

273棟

築50年以上

 (改築校を除く )全学校園を対象と

し た照明 LED 化改修率 100％ 

（ 令和 5 年度時点６ ％）  

 

こ れまでの主な取組状況 

各論４  教育環境の整備 

各論 4 教育環境の整備 

主な課題と 今後の取組の方向性 

児童生徒が安心し て過ごせる 良好な学校環境づく り  

・ 本市の学校施設については、 良好な学校環境づく り を目指し 、 耐

震化事業をはじ め、 適正規模・ 適正配置推進事業や学校園空調整備

事業、 そし て各々の施設状況に応じ 、 外壁、 防水、 設備機器類の改

修など 、こ れま では事後保全を中心と し た施設整備を進めてま いり

ま し た。 し かし ながら 、 現在、 建築後 40 年以上経過し た校舎が約 

6 割を占め、 多く の学校施設にて老朽化が進んでおり 、 今後、 改築

や改修にばく 大な経費が必要になる こ と が見込ま れていま す。  

・ そう し た中、学校施設の維持管理等に係る ト ータ ルコ ス ト の縮減

や予算の平準化を実現し 、 さ ら に、 児童生徒等の安全や、 良好な教

育環境の確保を図る こ と を目的と し て、令和 3 年 3 月に「 学校施設

マネジメ ント 計画」 を策定し ま し た。 ま た、 同計画に基づき 、 令和

5 年度から 令和 14 年度ま で(10 年間)における 学校施設の建替え・

改修の実施校や内容を 明ら かにし た「 学校施設マネジメ ント 計画

(実施計画)」 を策定し 、 同実施計画に基づき 、 建替えや改修等の予

防保全を推進する と と も に、 事後保全についても 児童生徒の安全・

安心を第一に進めていま す。  

【 4－1】 学校施設マネジメ ント 計画の着実な推進と 社会情勢の変

化に応じ た学校づく り  

・ 学校施設マネジメ ント 計画に基づき 、こ れま で実施し ている 事後

保全に加え、 概ね 40 年・ 20 年ごと に実施する 大規模・ 中規模改修

(2 校)、 設備長 寿命化改修(16 校)や照明 LED 化改修(全校園)、 ト

イ レ の洋便器化など 経年劣化し た施設設備についてその実態に合

わせた改修を行い、 安全で安心な学校園施設の整備を 進めま す。  

・ 近年の気温上昇を 踏ま え、 教室に加えて体育館空調の整備を 進

め、 良好な教育環境の確保に努めま す。  

・ 少子化等の今後の社会の変化を見据え、よ り 効率的な施設維持管

理の手法や他の公共施設と の複合化・ 共用化等の可能性につい

て、 検討し ま す。  

・ 特に老朽化が進んでいる 小学校(5 校)については、 建替等を進め

ま す。 建替にあたっては、 少人数学級や多様な児童・ 生徒への対応

を見据えた教室整備や今後の児童・ 生徒の減少を踏ま えた教室の活

用促進、 ZEB Ready の導入、 地域の共創空間と し ての学校づく り

に向けた地域コ ミ ュ ニティ ス ペース の設置など 、新し い学校施設と

し ての整備を進めま す。  

学校園における ト イ レの洋式便器化 

95％（ 令和 5 年度時点 70% ）  

 (屋外・ 体育館ト イ レ 等を除く 、  

校舎内ト イ レ の洋便器化 100％) 

ZEB Ready 

従来の建物で必要なエネル
ギーよ り 省エネで５ ０ ％以
上の一次エネルギーを 削減
し た建物のこ と 。  

学 校 施 設 の 整 備 
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各論 4 教育環境の整備 

こ れまでの主な取組状況 

主な課題と 今後の取組の方向性 

学校給食施設・ 設備の充実 

・ 新たに学校給食センタ ーを設置し 、令和 4 年 1 月から 中学校給食

を開始し ま し た。  

・ 小学校給食室の暑さ 対策と し て、空調未整備校において換気設備

の更新と 空調の設置に取り 組みま し た。  

・ 調理設備が老朽化する 中、 優先順位を付けた中で、 機器の更新に

取り 組みま し た。  

【 4－2】 安全・ 安心でおいし い給食の提供に向けた環境整備 

・ 学校給食衛生管理基準に基づき 、食品衛生上及び労働安全上にお

いて望ま し い室温、 湿度を 維持する ため、 給食室の空調整備を引き

続き 進めま す。  

・ 各学校給食施設・ 設備の清潔、 衛生の維持のため、 日常及び定期

点検を行い、 衛生管理上における 重要度から 見た優先順位を付け、

機器の更新・ 修理を計画的に行いま す。  

小学校の給食調理室の 

空調整備率 

100％ 

（ 令和 6 年度時点見込 44％）  

学校給食センタ ー 

小学校普通教室 
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こ れま での主な取組状況 

主な課題と 今後の取組の方向性 

タ ブレッ ト 配備をはじ めと する ICT 環境の整備 

・ 日本の学校 ICT 環境の整備は、 世界から 遅れており 、 自治体格

差も 大き いこ と から 、 国においては「 GIGA ス ク ール構想」 を推進

し てき ま し た。 本市においても 全市立小・ 中学校等の校内ネッ ト ワ

ーク 環境を整備する と と も に、児童生徒一人一台端末を配備し ま し

た。  

・ 令和 5 年度には、 全小学校に電子黒板を導入し 、 活用研修を 各校

で実施し ま し た。  

・ ま た、 教員の ICT を活用し た授業の支援等を担う ICT 支援員を

16 名配置し ま し た。 あわせて、 各学校の取組を共有する 場の設置

や、 先進的な実証研究を行う 学校への支援をし ま し た。  

【 4－3】 国の動向や社会情勢を踏まえた ICT 環境整備 

・ 令和２ 年度に整備し た ICT 環境基盤の着実な更新を実施し ま す。

ま た、令和７ 年度に向けて国で検討を行っている 新たな教育のＩ Ｃ

Ｔ 環境整備方針や社会情勢の変化に対応する ため、ネッ ト ワ ーク 環

境の更なる 改善を 行う と と も に国で検討中の広域ク ラ ウ ド 型校務

支援シス テム 導入に向けた検討を行っていき ま す。  

全国学力・ 学習状況調査で「 授業でＰ

Ｃ ・ タ ブレ ッ ト など のＩ Ｃ Ｔ 機器を

週 3 回以上使用し ている 」 と 回答を

し た児童生徒の割合 

小・ 中と も に 70％以上 

（ 令和 6 年度小 57% 、 中 53% ）  

 

広域ク ラ ウ ド 型校務支援シス テム 

ク ラ ウ ド 型校務支援シス テム と は、 イ ン
タ ーネッ ト 上のク ラ ウ ド サービ ス を 利用
し て、 学校の校務を 効率的に行う ための
シス テム のこ と 。学校の教職員が、ク ラ ウ
ド 上で学籍管理、成績管理、出席管理、 授
業ス ケジュ ールの管理など の校務を 行う
こ と ができ る 。 広域ク ラ ウ ド 型校務支援
シス テム では、 上記のよ う なシス テムを
国や県など 広い範囲で共有し 、 利用する
こ と を目指し たも ので、現在、国によ る 導
入検討が進めら れている 。  

【 4－4】 個別最適な学びと 協働的な学びの一体的な充実に

向けた ICT の活用 

・ 児童生徒の課題を発見し 解決する 能力を育むため、ICT を用いた

探究的な学びや、 未来の学びに向けた働き 方改革について、 拠点校

で研究を行いま す。  

・ ICT を活用し た学習のデジタ ル化を積極的かつ効果的に促進し 、

個別最適な学びの実現を目指し ま す。  

・ こ れら の取組を踏ま え、ICT を活用し た更なる 多様な学びを 実現

し 、 市全体の ICT 活用力を向上さ せる ため各校の授業を視察し 、

授業づく り ハンド ブッ ク に基づいた指導助言を行う と と も に、教育

委員会が主体と なって好事例の創出・ 横展開を進めま す。  

各論 4 教育環境の整備 

一人一台端末と 電子黒板を 活用し た授業の様子 

I C T 環 境 の 整 備 
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こ れまでの主な取組状況 

主な課題と 今後の取組の方向性 

各論 4 教育環境の整備 

教育の機会均等の確保に向けた取組 

・ 教育の機会均等の確保のため、経済的理由によ り 就学困難な市立

小・ 中学校の児童生徒の保護者に対し て、 学用品費や給食費、 医療

費の扶助を行いま し た。  

・ 物価高騰によ り 食材費が上昇する 中、保護者負担の軽減を図る た

め、 物価高騰相当分の給食費について公費負担を行いま し た。  

・ 学校以外の学びの場や居場所の保障に向けた教育支援室の設置

や学校環境の整備を行いま し た。  

【 4－5】 保護者の負担軽減に向けた取組 

・ こ れま での取組に加えて、子育てに係る 保護者のさ ま ざま な負担

軽減に向けた取組が必要です。 たと えば、 保護者が学校に提出する

書類のデジタ ル化やス ク ールロ イ ヤーの設置、支援が必要な児童生

徒への支援施策の拡充など 、幅広く 負担軽減の視点を踏ま えた施策

展開を行いま す。  

保 護 者 の 負 担 軽 減 
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こ れまでの主な取組状況 

主な課題と 今後の取組の方向性 

各論 5 教員の育成・ 勤務環境の整備 

各論 5 教員の育成・ 勤務環境の整備 

教員の資質・ 能力の向上に向けた取組 

・ 教職員の資質向上を 目指し 、3 つの「 尼崎市が求める 教員の素養」

（ ①あふれる 情熱と 責任感、 ②確かな授業力・ 指導力・ 専門性、 ③

総合的な人間力） を掲げ、 研修を実施し ま し た。  

・ 教育課題の変化に応じ て、 研修の見直し を行っており 、 令和 5 年

度には、 人権教育、 就学前教育、 学力・ 体力向上、 道徳教育、 特別

支援教育、 子ど も 理解等について専門研修と し て実施し ま し た。 さ

ら に、 イ ンク ルーシブ教育研修については、 専門研修の他に、 基本

研修の中にも 位置づけま し た。  

・ 体罰根絶に向けた取組と し て、研修を令和 2 年度から 令和 4 年度

ま での間、 管理職、 部活動関係教職員、 一般の教職員を対象に毎年

度合計 6 回実施し ま し た。 管理職対象の研修では、自校の取組を振

り 返り 、 部活動関係教職員、 一般の教職員対象の研修では、 ト ッ プ

アス リ ート の講演会も 開催し ま し た。令和 5 年度は、 一般教職員を

対象に「 体罰等防止研修」 を行い、ま た「 体罰等防止ガイ ド ラ イ ン」

の研修のネッ ト 配信を 行いま し た。 令和 6 年度は、「 体罰等防止ガ

イ ド ラ イ ン」 の周知を 継続する と と も に、 さ ら に教育現場に浸透さ

せる ため、実践的な内容を盛り 込んだ体罰等防止研修を実施し ま し

た。  

【 5－1】 令和の日本型学校教育の実現に向けた教員の育成 

・ 令和 6 年 8 月に実施し た市政アンケート と 保護者向けのアンケ

ート において、 教員の「 資質向上」 についての意見が多く あり ま し

た。 よ り 一層の資質向上に向けた研修を実施し ていき ま す。  

・ 令和の日本型学校教育 を実現する ため、「 環境の変化を前向き に

受け止め、 教職生涯を 通じ て学び続ける 」「 子ど も 一人ひと り の学

びを最大限に引き 出す役割を果たす」「 子ど も の主体的な学びを 支

援する 伴走者と し ての能力を備えている 」 教員を育成し ま す。  

・ 個別最適な学びと 協働的な学びを一体的に推進する と と も に、主

体的・ 対話的で深い学びの実現に向けた指導力向上を 図り ま す。  

・ 経験年数や自ら の適性、 役割に応じ た主体的な研究・ 研修を通じ

て、 職務や教科に関連する 専門的知識や技能の向上を 目指し ま す。 

・ 社会的な良識と 人権感覚、 高いコ ンプラ イ アンス 意識を持ち、 子

ども や保護者、 地域社会から 信頼さ れる 教員の育成を 図り ま す。  

研修で学んだこ と を今後の教育実

践で試し てみよ う と 思う と 回答し

た教職員の割合 

100％（ 令和 5 年度 95.3％）  

令和の日本型学校教育 

全て の子ど も た ち の可能性を
引き 出す個別最適な学びと 、 協
働的な学びを実現する 教育。  

教 員 の 育 成  
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各論 5 教員の育成・ 勤務環境の整備 

【 5－2】 教員がやり がいを感じ る 環境づく り  

・ 教員が教育のプロ フェ ッ ショ ナルと し て、専門性や強みを活かす

こ と ができ る よ う 、 風通し の良い環境づく り を進め、 教員の学びや

挑戦を後押し し ま す。  

・ 時代の変化に柔軟かつ的確に対応し た施策を展開する ため、新規

施策の立案や既存施策の拡充にあたっては、学校現場目線での施策

の有効性等の視点も 踏ま えて、 ス ク ラ ッ プ& ビ ルド を 原則と し ま

す。  
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こ れまでの主な取組状況 

主な課題と 今後の取組の方向性 

よ り 良い教育の実現に向けた教職員を取り 巻く 環境整備 

・ 令和２ 年 10 月末よ り 勤務時間外の電話の自動音声シス テムを導

入し ま し た。  

・ 令和 3 年度に新たな校務用パソ コ ンを導入する と と も に、 令和 4

年度に教職員の時間外在校時間をよ り 正確に把握する ため出退勤管

理シス テムを導入し ま し た。  

・ 学校事務職員の標準的な職務を見直し 、「 尼崎市立学校事務職員の

標準的な職務に関する 基本要綱」 を策定、 令和５ 年７ 月 1 日よ り 施

行し ま し た。  

・ 令和 3 年度から 全市立小・ 中学校と 特別支援学校に教員の業務支

援を行う ス ク ールサポート ス タ ッ フ を配置し ま し た。  

・ 市内で行っ ている 各種行事（ 音楽会、 書写コ ンク ール、 連合体育

大会、 ス ピ ーチフ ェ ス ティ バル等） について、 その教育的意義、 代

替の可能性、当該行事を実施する にあたっての教員の業務負担及び

教育課程実施上の負担を総合的に考え行事の見直し を行いま し た。 

・ 令和 3 年度から 学校給食費の公会計化を行いま し た。 ま た、 学校

園徴収金の業務について、学校園現場の意見や他都市の取組を参考

にし ながら 、 今後の在り 方について研究を進めま し た。  

・ 令和 6 年度から は、 採点業務の効率化及び負担軽減を図る ため、

全市立中学校・ 市立高等学校にデジタ ル採点シス テムを導入し ま し

た。  

・ いじ めや体罰対応等、 専門的な立場から 助言を得て、 適切に対応

でき る よ う 令和 6 年度から ス ク ールロ イ ヤーを設置し ま し た。  

【 5－3】 教員の働き 方改革の推進 

・ 教職員の在校等時間は高止ま り 傾向にある ため、働き 方改革をよ

り 推進さ せる 必要があり ま す。教員向けアンケート から も 特に教頭

の高止ま り が顕著と なっていま す。  

・ 教職員の在校等時間（ 特に勤務時間外） の分析を進める と と も に、

教職員の意識改革を行う ほか、教頭をはじ め教員の事務負担軽減に

ついて、 例えば、 学校園徴収金業務の担い手やよ り 効果的な手法の

調査研究を行う など、 職務内容の整理に向けた検討を 進めま す。  

・ ま た、 校務のデジタ ル化や支援員の配置に継続し て取り 組み、 一

層の体制の整備を図る ほか、国や県には継続し て人員体制強化の要

望を行いま す。  

教員の時間外在校時間の削減 

▲２ ０ ％ ※R5 年度実績比 

(R5 年度小 28.4 時間／月 

    中 36.3 時間／月）  

 

各論 5 教員の育成・ 勤務環境の整備 

27.33 
26.40 

27.18 

29.22 
28.40 

37.27 

34.55 

36.55 
35.36 

36.33 

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

R1 R2 R3 R4 R5

教員の超勤時間/月

小学校 中学校

（ 時間）

勤 務 環 境 の 整 備 
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こ れま での主な取組状況 

学校と 地域住民などが力を合わせて学校運営に取り 組む 

「 コ ミ ュ ニティ ・ スク ール」 の全市展開に向けた計画的な導入 

・ 令和 6 年 10 月末ま でに、 市立小学校 39 校、 市立中学校 11 校、

市立高等学校 1 校の計 51 校でコ ミ ュ ニティ ・ ス ク ールを導入し ま

し た。 導入校へは、 学校運営協議会の運営支援に取り 組みま し た。 

・ コ ミ ュ ニティ ・ ス ク ール導入校において、 教職員、 地域住民、 保

護者、学校支援活動を行う 者など で構成さ れる 学校運営協議会を中

心に、 子ども 達にと ってよ り 良い学校運営と なる よ う 、 学校と 地域

住民等が力を合わせ、例えば、登下校の見守り や図書の読み聞かせ、

キャ リ ア教育等の取組を行いま し た。  

【 6－1】 コ ミ ュ ニティ ・ スク ールと 地域学校協働活動の一体的推

進によ る 「 地域と と も にある 学校づく り 」 の実現 

各論 6 学校園・ 家庭・ 地域社会一体と なった教育の充実 

各論 6 学校園・ 家庭・ 地域社会一体と なった教育の充実 

・ 学校と 地域住民等が力を 合わせて学校運営に取り 組み、学校と 地

域が一体と なって子ど も たちを育てる 必要があり ま す。令和 7 年度

末ま でに、 全市立学校においてコ ミ ュ ニティ ・ ス ク ールを導入し 、

「 地域と と も にある 学校づく り 」 の更なる 推進を図り ま す。  

・ コ ミ ュ ニティ ・ ス ク ールの効果的な運営に向け、 社会教育課や地

域課職員等によ る 伴走支援、導入校に対する アンケート 調査結果の

フィ ード バッ ク 、地域と 学校の協働活動に係る 様々な事例に基づい

た助言、 情報共有や研修等を実施し ま す。  

・ コ ミ ュ ニティ ・ ス ク ールの取組を進める こ と によ り 、 各学校の教

育目標や目指す子ど も 像の実現に向け必要と なる 教育活動のほか、

学校施設の環境整備、 子ど も たちの安心安全の確保など について、

地域の方々を 交えて話し 合い、 学校運営上の課題解決等を 図り ま

す。 併せて、 子ど も たちが地域と 関わる こ と で、 地域の一員と し て

の自覚を高め、 規範意識を学ぶこ と ができ る よ う 、 地域学校協働活

動を通じ て自主的・ 実践的に取り 組む教育活動を行いま す。  

コ ミ ュ ニティ ・ ス ク ールと

地域学校協働活動によ り 、

学校が抱える 課題等の解決

策が見いだせたと 回答し た

学校の割合 

60％ 

（ 令和 5 年度時点 23.5% ）  

主な課題と 今後の取組の方向性 

コ ミ ュ ニティ ・ ス ク ールの導入実績 

（ 校）  

コ  ミ  ュ  ニ テ ィ  ・  ス  ク  ー ル 

R2 R3 R4 R5 R6 R7

小学校 5 3 11 12 31 10 -

中学校 0 0 0 3 3 8 6

高等学校 0 0 1 0 1 0 2

特別支援学校 0 0 0 0 0 0 1

合計 5 3 12 15 35 18 9

予定
学校種

実績
合計
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各論 6 学校園・ 家庭・ 地域社会一体と なった教育の充実 

学校運営協議会の様子 
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主な課題と 今後の取組の方向性 

部活動の地域ク ラ ブ活動移行に向けた取組の実施 

こ れまでの主な取組状況 

・ 学校部活動の地域ク ラ ブ活動への移行については、ス ポーツ 団体

や学校関係者などで構成する 「 尼崎市地域ク ラ ブ活動検討協議会」

において、地域ク ラ ブ活動の取組への理解をいかに得ながら 広げて

いく か、 その手法や仕組みについて議論を進めま し た。 ま た、 令和

５ 年度よ り 国の実証事業を活用し 、モデル校３ 校の 13 運動部、1 文

化部において、休日を中心に学校管理外の活動と し て地域のス ポー

ツ団体等によ る 生徒への指導等に取り 組みま し た。  

【 6－2】 多様なスポーツ活動及び文化・ 芸術活動に関わる こ

と ができ る 環境の確保 

・ 少子化や教員不足によ り 部活動の種類が減る など 生徒の経験機

会が縮小し ており 、学校部活動の地域ク ラ ブ活動への移行に向けた

取組を一層進め、 生徒が多様なス ポーツや文化・ 芸術に関わる こ と

のでき る 環境を確保する 必要があり ま す。 そのため、 事業者や地域

団体等の様々な担い手によ る 地域ク ラ ブの設置・ 活動を支援する な

ど、 子ど も 達の多様な学びを支える 体制づく り を進めま す。  

部活動が地域ク ラ ブに移行

し た割合 

100％(令和 5 年度時点 0% )  

各論 6 学校園・ 家庭・ 地域社会一体と なった教育の充実 

地 域 ク  ラ  ブ 活 動 
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主な課題と 今後の取組の方向性 

青少年健全育成・ 非行化防止に向けた、 少年補導委員によ る 補

導活動や標語・ パネル展等によ る 啓発活動の実施 

・ 青少年の健全な育成と 非行化防止のために活動する 少年補導委

員によ る 街頭補導活動や啓発活動等を実施する こ と によ り 、青少年

の問題行動の早期発見等に取り 組みま し た。  

・ 市民が青少年の非行問題を地域の問題と し てと ら え、その防止に

取り 組むよ う 、 青少年健全育成・ 非行化防止標語の募集やこ ど も 家

庭庁の「 秋のこ ども ま んなか月間」 等に合わせたパネル展を実施し

ま し た。  

・ 近年、 青少年によ る 目立った不良行為が減少する 中で、 少年補導

委員の活動についても 、補導内容が声かけや指導など によ る 見守り

へと 変化し つつあり ま す。 そう し た中、 尼崎市少年補導委員連絡協

議会の意見等を参考と し ながら 、 引き 続き 、 活動の内容や体制の在

り 方について検討し 見直し に取り 組みま す。  

・ 市民が青少年の健全育成・ 非行化防止に関心を 寄せても ら える よ

う 、 標語の募集、 パネル展の開催など、 効果的な啓発活動に取り 組

みま す。  

【 6－3】 青少年健全育成・ 非行化防止に向けた、 補導活動や啓発

活動の継続 

こ れまでの主な取組状況 

各論 6 学校園・ 家庭・ 地域社会一体と なった教育の充実 

青 少 年 健 全 育 成 ・  非 行 防 止 
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各論 7 市民の多様な学びと 活動を支える 機会の充実 

主な課題と 今後の取組の方向性 

こ れま での主な取組状況 

各論 7 市民の多様な学びと 活動を支える 機会の充実 

・ 歴史・ 文化は、 市民がわがま ちを 知り 、 誇り と 愛着を感じ る ため

に重要な要素です。 地域総がかり で有形・ 無形の文化財を守り 、 活

かし 、 伝える 体制の構築を図り 、 文化財の存続につなげ、 後世に伝

える 取組を推進する ため、 文化財保存活用地域計画を 策定し ま す。 

【 7－2】 歴史博物館の魅力向上と 情報発信 

・ 尼崎にゆかり のある 歴史資料や文化財の積極的な展示・ 公開や

SNS 等を活用し た効率的な情報発信、市民ボラ ンティ ア等と 連携し

た市民が文化財に触れる 機会の提供によ り 、 尼崎の歴史・ 文化財に

対する 関心を高め、 シビッ ク プラ イ ド の醸成に努めま す。  

・ 歴史資料等のデジタ ル化を図り 、遠隔地から のアク セス にも 対応

する デジタ ルアーカイ ブ の充実を図る こ と によ り 、 尼崎の歴史・

文化財に触れていただく 機会を広く 提供する など 、歴史博物館の周

知と 魅力向上によ る 来館促進を図り ま す。  

歴史博物館年間来場者数 

50,000 人 

（ 令和 5 年度 43,441 人）  

シビッ ク プラ イ ド  

市に対する 市民の誇り と 愛着のこ と 。 

デジタ ルアーカイ ブ 

資料をデジタ ル化し 、イ ンタ ーネッ ト
でその資料を検索・ 閲覧でき る よ う に
する こ と 。  

・ 令和 2 年 10 月に、 本市の歴史に触れ、 学ぶこ と ができ る 歴史文

化の拠点と し て歴史博物館を開館し ま し た。 尼崎の歴史をわかり

やすく 伝える 常設展示や特別展・ 企画展を実施する ほか SNS 等を

活用し た情報発信に努めま し た。  

・ 令和５ 年 3 月に、 本市に現存する 最古の洋風建築物で、 工業都市

尼崎の歴史を象徴する シンボルである 旧尼崎紡績本社事務所（ 前ユ

ニチカ記念館） を取得し ま し た。  

・ 文化財を 守り 伝え活かし ていく ための仕組みと し て新たに文化

財保存活用基金を設置し ま し た。  

 

24,579 

45,171 

39,351 
43,441

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

R2 R3 R4 R5

歴史博物館来場者数

（ 人）

歴 史 ・  文 化 財 

地域の歴史を学ぶ機会の充実に向けた取組 

【 7－1】 文化財保存活用地域計画の策定と 推進 
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・ 図書館へ来館する こ と なく 読書ができ る 「 あま がさ き 電子図書

館」 を開設し 、「 いつでも 、ど こ でも 」 読書に親し む機会を提供し ま

し た。  

・ 図書室のある 生涯学習プラ ザなど で読書推進を 展開する ため「 読

書を通じ たま ちじ ゅ う 学び事業」 を実施し 、 地域における 図書館機

能の充実を図り ま し た。  

・ ス マホアプリ など を 導入し て図書館を 利用し やすい環境を 整え

ま し た。  

・ 学校の授業や子ど も の家庭学習に電子図書館を 活用する 取組を

進めていま す。  

主な課題と 今後の取組の方向性 

こ れまでの主な取組状況 

図書サービスの充実に向けた取組 

【 7－3】 図書サービス網のさ ら なる 充実 

・ 阪神間各市町の図書館と 比較する と 、市民 1 人あたり の貸出冊数

（ 令和 5 年度実績） は、 尼崎市を除く 阪神間各市町の平均 7.10 冊

に対し 本市は 3.11 冊と 低く なっていま す。  

・ 図書館は「 知の拠点」 と し て、 市民の生涯学習の推進と 豊かな生

活を確保する ため、 さ ら なる 機能の充実が求めら れており 、 建替え

を予定し ている 新北図書館については、 新たな学びと 交流、 魅力発

信の拠点と なる よ う 整備を 進めま す。  

・ ま た、 図書館、 歴史博物館、 総合文化センタ ーの連携強化や図書

館資料の IC 化等、 よ り 利用者の利便性を向上さ せ、 来館者数、 貸

出冊数増に向けた取組を進め、同時に地域バラ ンス を考慮し た図書

サービス 網のさ ら なる 充実を目指し ま す。  

・ さ ら に、 急激に変化する 時代における 個々の資質・ 能力を育む上

で必要な読解力や想像力、 思考力、 表現力等を 養う ため、 すべての

子ども たちへ読書に親し む機会を与えら れる よ う 学校園・ 地域・ 家

庭と 連携し ながら 、 読書推進活動に取り 組みま す。  

市民 1 人あたり の貸出冊数 

6.62 冊（ 令和 5 年度 3.11 冊）  

各論 7 市民の多様な学びと 活動を支える 機会の充実 

中央図書館 
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各論 7 市民の多様な学びと 活動を支える 機会の充実 



 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な課題と 今後の取組の方向性 

こ れまでの主な取組状況 

地域ス ポーツ環境のさ ら なる 充実に向けた取組 

・ ス ポーツ 教室やス ポーツ イ ベント など、市民が気軽にス ポーツ や

レ ク リ エーショ ン活動に参加でき る 機会と 場の提供を 行いま し た。 

・ 本市にゆかり のある「 ク ボタ ス ピ アーズ」、「 SEKISUI チャ レ ンジ

ャ ーズ」 と 地域や学校と 連携し たス ポーツ 教室を実施し ま し た。  

・ 学校運動施設の開放や、地区体育館における 多様なス ポーツ プロ

グラ ムの提供を行いま し た。  

・ 各地区体育館での健康づく り 教室事業などによ り 、健康づく り や

介護予防に取り 組みま し た。  

・ 各地区体育館は、 順次大規模改修を実施し ていま すが、 老朽化が

著し い武庫体育館・ 大庄体育館は老人福祉センタ ーの機能を統合し

た施設の整備を進めま し た。  

【 7－4】健康ふれあい体育館等を中心と し たスポーツに触れる 機

会の確保 

・ 健康ふれあい体育館の供用が開始さ れる 中、 年齢や性別、 障害の

有無等を問わず誰も が気軽にス ポーツ を楽し み、健康づく り ができ

る ま ちづく り を進めていき ま す。  

引き 続き 、 多様な主体と と も に、 市民がス ポーツ に関わる こ と がで

き る 様々な機会を設け、 ス ポーツのま ち尼崎を体現し ていき ま す。 

・ ス ポーツ 施策全体と し て、健康づく り や介護予防と いったよ り 公

益性の高い分野への取組を強化し ていき ま す。  

健康を意識し た運動やス ポーツ

を行っている 市民の割合 

50% （ 令和 5 年度時 45.4％）  

誘致大会観戦者及び市民ス

ポーツ大会参加者数 

81,000 人 

（ 令和 5 年度時点 45,274 人）  

各論 7 市民の多様な学びと 活動を支える 機会の充実 
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主な課題と 今後の取組の方向性 

・ 子ど も 達や学校のニーズに合わせ、地域の豊かな社会資源を活用

し 、よ り 効果的な支援が行われる よ う 調整する 地域学校協働活動推

進員を全市立小学校に配置する と と も に、 コ ミ ュ ニティ ・ ス ク ール

の導入に合わせ、 順次、 他校種にも 配置し ま し た。  

・ 地域学校協働活動推進員を中心に、地域住民、保護者、各種団体、

地域課等の幅広い主体の参画を 得ながら 地域学校協働活動を 実施

する こ と によ り 、地域全体で子ども 達の学びや成長 を支える と と も

に、「 学校を核と し た地域づく り 」 の推進に取り 組みま し た。  

こ れまでの主な取組状況 

地域学校協働活動推進員を中心と し た「 地域学校協働活動」 に

よ る 活動機会の提供 

【 7－5】 地域学校協働活動を通じ た活動機会の充実 

・ 様々な地域の主体がこ れま で学んでき たこ と や経験を活かし 、子

ども たちの育ちを地域ぐ る みで支える こ と によ り 、学校を核と し た

地域ネッ ト ワ ーク が広がる よ う 取り 組みま す。  

・ 保護者や地域住民、 各種団体等に対し て、 地域学校協働活動の効

果や魅力等についての継続的な周知を図り 、活動への参画の輪を広

げま す。  

・ 学校管理職や教員に対し て、地域人材の活用が子ど も 達の学びの

充実や成長 を支える こ と に繋がる こ と の周知や、各学校における 好

事例等に関する 情報提供を行う こ と によ り 、よ り 充実し た地域学校

協働活動の推進を図り ま す。  

各論 7 市民の多様な学びと 活動を支える 機会の充実 

地 域 学 校 協 働 活 動 

地域学校協働活動の様子 
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主な課題と 今後の取組の方向性 

こ れまでの主な取組状況 

人権教育小集団学習などによ る 学びの場の提供 

・ PTA をはじ めと し た市民の主体的学習を推進する ため、 継続し

た人権教育小集団学習グループ活動の促進及び人権教育のリ ーダ

ー育成に資する 研修会等を実施し ま し た。  

【 7－6】 人権の学びを支える 機会の充実 

・ 人権問題が複雑化・ 多様化する 中、人権教育小集団学習を通じ て、

市民が身近な人権問題の事象に気付き 、 知る 機会を 設けていま す

が、学習活動グループ数が減少傾向にある こ と から 学習内容のさ ら

なる 充実を図る と と も に、学校園のホームページを活用する など 活

動の魅力を PR し ていき ま す。  

・ 学習会の助言者と し ての担い手である 「 人権啓発推進リ ーダー」

の高齢化が進んでいる こ と を踏ま え、引き 続き 人権教育に係る リ ー

ダーの育成・ 発掘に努めま す。               

・ 多様化する 人権問題について、 決し て「 誰かのこ と 」 ではない身

近な問題と し て受け止めら れる よ う 引き 続き 、リ ーフ レ ッ ト や学習

会等を通し て啓発に努めま す。  

各論 7 市民の多様な学びと 活動を支える 機会の充実 

社 会 教 育 

人権啓発推進リ ーダー研修の様子 
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主な課題と 今後の取組の方向性 

こ れま での主な取組状況 

生涯学習の場所づく り  

・ 歴史博物館において、市民と 協働で体験学習活動や出土資料の整

理作業等を実施する 教育普及活動を行っていま す。文化財資料保存

活用サポート ボラ ンティ アやれき し 体験学習ボラ ンティ アと 協働

する ほか、 講座や教室も 開催し ま し た。  

・ 図書館では、親子を対象と し た講座や児童対象の行事をボラ ンテ

ィ アと 協働で行う ほか、利用頻度が少ない成人層を対象と し た講座

等を実施し 、 利用促進及び読書推進を図り ま し た。  

・ 美方高原自然の家を指定管理者に管理運営を行わせる こ と で、効

果・ 効率的な施設運営と 自然体験活動を通し た生涯学習の提供を行

いま し た。  

【 7－7】 地域の歴史や図書等を通じ た学習の支援の継続 

・ 市民の歴史や読書等の教養に対する 関心を高めていく ためには、

それら に触れあう 機会を創出する こ と が重要な要素と なり 、読書に

親し むき っ かけと なる 事業を ボラ ン ティ アや各関係機関と 協働で

継続的に実施し 、 図書館、 図書室の利用拡大に努めま す。  

・ ま た、 歴史博物館では、 引き 続き 市民と 協働で体験学習活動や出

土資料・ 地域の歴史資料の整理作業等を実施する と と も に、 学校と

も 連携し 、 博物館での教育普及活動等の充実を図り ま す。  

教育普及事業の参加者延べ人数

3,120 人 

（ 令和 5 年度時点 2,914 人）  

図書館行事参加者数 

12,000 人 

（ 令和 5 年度時点 8,833 人）  

各論 7 市民の多様な学びと 活動を支える 機会の充実 


